
資料１９－３

第１５６回国会における司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案

に対する附帯決議のうち、弁護士資格の特例措置の見直しに関する事項

○ 衆議院法務委員会 附帯決議（平成１５年５月２３日）第六項

政府及び関係機関並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項につい

て格段の配慮をすべきである。

六 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が構築されることや、本法によ

って新たに特例措置を講ずる者に対しては研修を課することとしたことにかん

がみ、五年以上一定範囲の大学等の法律学の教授、助教授の職にあった者等に

、 。対して弁護士資格を付与する制度について 引き続き適切な見直しを行うこと

○ 参議院法務委員会 附帯決議（平成１５年７月１７日）第六項

政府及び関係機関並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項につい

て格段の配慮をすべきである。

六 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が構築されることや、本法によ

って新たに特例措置を講ずる者に対しては研修を課することとしたことにかん

、 、 、 、がみ 五年以上一定範囲の大学等の法律学の教授 助教授 衆参の法制局参事

内閣法制局の参事官等の職に在った者に対して弁護士資格を付与する制度につ

いて、速やかに適切な見直しを行うこと。


